
令和６年 第１回 臨時会

議案 参考資料

資料 
未定稿 R3.8.6



承認第３号 

専決処分の承認を求めることについて 

（いなべ市税条例の一部を改正する条例） 

個人住民税の定額減税の概要 

令和６年度分の個人住民税所得割の額から、納税者及び控除対象配偶者を含めた扶

養親族１人につき、１万円の減税を行う。 

 納税者 

・令和５年の合計所得金額が、1,805 万円以下の者 

・国内居住者で、令和６年分の住民税が課税される者 

 控除対象配偶者 

・納税者と生計を一にし、令和５年の合計所得金額が 48 万円以下の配偶者 

・納税者本人の令和５年の合計所得金額が 1,000 万円以下 

・国内居住者（非居住者は対象外） 

 扶養親族 

・納税者と生計を一にし、令和５年の合計所得金額が 48 万円以下の親族 

・国内居住者（非居住者は対象外） 

例えば、対象納税者の令和５年の合計所得金額が 500 万円（1,805 万円以下）で、

配偶者控除を適用される配偶者と収入のない子どもが２人いる場合、定額減税で減

税される住民税の額は４万円となります。 

住民税：本人１万円＋控除対象配偶者１万円＋扶養親族１万円×２人＝４万円 

※ 減税は、特別徴収義務者や市町村の事務負担等も考慮しながら、各徴収方法に

応じて、実務上可能な限り早い機会を通じて行う。 

※ 定額減税による個人住民税の減収額については、全額国費で補填する。 

雑損控除の特例の概要 

令和６年１月に発生した能登半島地震による災害（以下「今般の災害」という。）

では、広範囲において、生活の基礎となるような家財や生計の手段に甚大な被害が生

じており、かつ、発災日が１月１日と令和６年度分個人住民税の課税期間に極めて近

接していること等の事情を総合的に勘案し、臨時・異例の対応として、令和６年度分

個人住民税について、次のとおり今般の災害による損失に係る特例措置を講ずる。 
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 本来は令和７年度分個人住民税（令和６年分所得）から雑損控除を行うことに

なるが、令和６年度分個人住民税（令和５年分所得）において、その損失の金額

を雑損控除の適用対象とすることができる。

都市再生特別措置法に規定する一体型滞在快適性等向上施設等の用に供する固定資

産に係る課税標準の特例措置の概要（わがまち特例）

一体型滞在快適性等向上事業の実施主体が、当該事業により整備した一体型滞在快

適性等向上施設等の用に供する一定の固定資産に係る課税標準額を、最初の５か年度

分について １／２ とする特例措置が創設された。 

 一体型滞在快適性等向上事業とは 

「居心地が良く歩きたくなる」まちなかの形成を目指す区域（滞在快適性等向

上区域）において、市町村が行う公共施設の整備等と一体となって行われる土地

所有者等による交流・滞在空間を創出する事業です。 

具体的には、市町村による車道の一部広場化、都市公園における芝生広場の整

備等と併せて、土地所有者等が民地を誰もが利用できるオープンスペースとした

り、建物低層部をオープン化（ガラス張り化等）したりする事業です。 

 事業の実施主体とは 

実施主体となることができるのは、滞在快適性等向上区域内において、次のい

ずれかの要件を満たす者です。 

・土地所有者 

・借地権等を有する者 

・建築物の所有者又は借地権その他の使用及び収益を目的とする権利を有す る

者 
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承認第４号 

専決処分の承認を求めることについて 

（いなべ市国民健康保険税条例の一部を改正する条例） 

１ 政令改正 

  地方税法施行令の一部を改正する政令（令和６年政令第 136 号）が令和６年３月 30 日

に公布され、同年４月１日から国民健康保険税の後期高齢者支援金等課税額に係る課税

限度額が引き上げられた。また、国民健康保険税の減額判定所得が引き上げられ、減額

対象世帯の拡大が図られた。 

２ 国民健康保険税の後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額の引上げ 

 (1)  目的 

    国民健康保険税の課税限度額を引き上げずに保険税率を引き上げた場合、高所得

者層の負担は変わらない中で中間所得者層の負担が重くなる。そこで課税限度額を

引き上げることにより中間所得者層の負担軽減を図ることができる。国民健康保険

税の課税限度額の引上げは、所得に応じた負担の平準化を図ることを目的とする。 

       【改正前】                 【改正後】 

 (2)  改正内容 

    国民健康保険税の後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を２万円引き上げ

る。 

       【現行の課税限度額】         【改正後の課税限度額】 

      医療分    ６５万円        医療分    ６５万円 

後期分 ２２万円 後期分 ２４万円

      介護分    １７万円        介護分    １７万円 

計 １０４万円 計 １０６万円

保
険
税
額

所得金額 

応益分 

応能分 

2 割 

軽減 

7 割 5 割 

軽減 
軽減 

【現行】 

【改正後】 
保
険
税
額

所得金額 

応益分 

応能分 

2 割 
7 割 5 割 

軽減 
軽減 

軽減 
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３ 国民健康保険税の減額対象世帯の拡大 

 (1)  目的 

    国民健康保険税（均等割額・平等割額）の減額判定所得を引き上げることにより、

減額となる世帯数を拡大させ、低所得者層の負担の軽減を図ることを目的とする。 

 (2)  改正内容 

   ① ７割減額の判定所得 

    【改正なし】 43 万円+10 万円×（給与所得者等の数-1） 

   ② ５割減額の判定所得 

    【現 行】43 万円+10 万円×（給与所得者等の数-1）+29 万円×被保険者数 

↓ 

    【改正後】43 万円+10 万円×（給与所得者等の数-1）+29 万 5 千円×被保険者数 

   ③ ２割減額の判定所得 

    【現 行】43 万円+10 万円×（給与所得者等の数-1）+53 万 5 千円×被保険者数 

↓ 

    【改正後】43 万円+10 万円×（給与所得者等の数-1）+54 万 5 千円×被保険者数 
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議案第３０号 

 製造負請契約の締結について 

 （基幹システム標準化移行業務） 

 相手方  株式会社ミエデン 

 代表者  代表取締役社長 小柴 眞治 

 所在地  三重県津市桜橋二丁目１７７番地３ 

 資本金  ５０，０００，０００円（令和６年３月末日現在） 

 従業者数 ５５０人（令和５年７月末日現在） 

 基幹システムの導入実績 

  県内市町 

津市、四日市市、鈴鹿市、いなべ市（平成１５年～）、木曽岬町、東員町、 

菰野町、川越町 

以上 
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 基幹システム標準化移行業務実施スケジュール  

対象業務
令和６年度 

（今回の契約） 

令和７年度 

（７年度契約予定） 

児童手当  準備作業 移行完了 

子ども・子育て支援  準備作業 移行完了 

住民基本台帳 移行完了   

戸籍の附票  準備作業 移行完了 

印鑑登録 移行完了   

選挙人名簿管理  準備作業 移行完了 

固定資産税 移行完了   

個人住民税 移行完了   

法人住民税 移行完了   

軽自動車税 移行完了   

戸籍  準備作業 移行完了 

就学 移行完了   

健康管理 移行完了   

児童扶養手当  準備作業 移行完了 

生活保護 移行完了   

障害者福祉  準備作業 移行完了 

介護保険  準備作業 移行完了 

国民健康保険 移行完了   

後期高齢者医療  準備作業 移行完了 

国民年金 移行完了  

 １１業務 ９業務 ９業務 

以上 
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